
中高層建築物指導要綱による申請手続きの流れ  
 

行政庁（市役所）             建 築 主 

 

計 画 の 立 案 

↓ 

事 前 相 談 等        事 前 相 談 等 

資料様式の配布            ↓  

                      計 画 の 決 定 

↓          近 

標 識 の 設 置 

                           ↓          隣 

標 識 設 置 届      （様式第２号） 

 小        ↓                ↓          住 

山        ↓            電波障害等の事前調査等 

 市        ↓                ↓          民 

中   ※２1日経過後に提出する       近隣住民へ事前説明等  

 高        ↓                ↓          等  

層        ↓             消防活動施設の協議等  

 建        ↓                ↓          へ 

築        ↓            中高層建築物届出書の整備    

 物        ↓                ↓          説 

指     中 高 層 建 築 物 届 出 書 （様式第３号） 

 導        ↓                           明 

要     協議担当課の指定                        

 綱                      担 当 課 と 協 議   等  

に      協議結果の報告  

 よ          ↓  

る   〔協議終了〕 ↓ 

建築確認申請受付        建築確認通知書 

                           ↓ 

                       工 事 着 工 

                           ↓ 

 

 
○ 第３条３号による中高層建築物は別のフローとなります。 
○ 第１４条による紛争調整申出書の提出のあった場合フローが変わる場合があります。 


